
 

歴史的文化遺産保護法 

 

 

第一章 総則 

 

第１条 

アフガニスタンの歴史文化遺産はアフガニスタン国民に帰属し、全人類の文化遺産の完成

過程において人類の担った積極的役割の表象である歴史文化遺産の保護は、アフガニス

タン民主共和国の政府ならびに国民の義務である。 

 

 

第２条 

本法における歴史文化遺産とは、以下のものからなる。 

(1) 歴史的、学術的、芸術的、文化的見地から卓越した普遍的な価値があり、少な

くとも百年以上経過した、全ての可動、不可動の人類の所産 

(2) 百年は経過していないが、学術的、芸術的、文化的な価値の見地から保護に

値するとみなされる遺産 

 

 

第３条 

第 2条 2項で記された、遺産の学術的、芸術的、文化的価値は考古学委員会によって定め

られ、情報文化大臣の承認の後、有効となる。 

 

 

第４条 

歴史文化遺産の研究と調査を目的として考古学委員会という名称の委員会が活動を行う。

考古学委員会は以下のように構成される。 

(1) 情報文化大臣によって指名される学術的資格を有する考古学者二名 

(2) 情報文化大臣によって指名される学術的資格を有する博物館職員一名 

(3) 科学アカデミーの長によって指名されるアフガニスタン科学アカデミー歴史学

者一名 

(4) 委員長としての考古学研究所長 

 

 

第５条 

ある歴史文化遺産の真贋に関して誤りが生じた場合には、考古学委員会の決定がその件



 

に関して最終決定となる。 

 

 

第６条 

1.考古学研究所は、あらゆる古代建造物と史跡を調査、登録し、その範囲を定め、それらに

関する全ての歴史的文書を収集、整理する義務がある。 

 

2.いかなる法人、個人も考古学［研究所］によって登録された遺跡において、同研究所の承

諾を得ることなく、修復を行うこと、又は他者に修復の許可を与えることはできない。 

 

 

第７条 

アフガニスタンにおいて発見された、又は地中に埋もれている可動及び不可動歴史文化遺

産は、本法の諸規定に基づき政府の所有物とみなされる。 

 

 

第８条 

土地の所有者は土地の所有の権利証書を基に、その地上及び地中にある歴史文化遺産を

所有すること、又は発掘することはできない。 

 

 

第９条 

市役所や都市建設、住宅建設、灌漑開発の機関、及びその他の政府機関や民間機関は、

その開発及び計画の拡張の際に、歴史的且つ文化的重要性を備えた遺産を発見した場合、

その作業を中断させ、その旨を考古学研究所に通知しなければならない。 

 

 

第１０条 

計画の続行が古代の遺産又は遺跡を危機に直面させる場合には、その保護の根本的解決

策を見出す為に、その開発計画は中断される。 

 

 

第１１条 

政府の許可なしに、歴史的価値を有する登録された建造物に変更を加えることは禁止され

る。政府はこのような建造物の保護の為に適切な方策をとる。 

 

 



 

第１２条 

歴史文化遺産の発見に関して、政府に手助けする者たちに対しては、考古学委員会によっ

て相応の報酬が決定され、支払われる。 

 

 

第二章 不可動歴史文化遺産 

 

第１３条 

不可動歴史文化遺産の登録は、考古学委員会の決定と情報文化省の承認の後に行われ、

官報において一般に公表される。考古学研究所は登録された歴史文化遺産に登録証を取

り付けて、関係する州庁と市役所にもその写しを送付する。 

 

 

第１４条 

歴史文化遺産として登録されている聖なる場所や歴史的建造物は、ワクフ（宗教的寄進）庁、

考古学研究所、又はその地方の行政当局の管財権の所有下におかれる。この場合には、

個人、又は当局がその保存の責任を負い、その保存の為に、確実な保護方法を考古学研

究所にはかる。 

 

 

第１５条 

考古学［研究所］によって登録された地区の範囲内では、歴史文化遺産の損失と損害の要

因となる遺体の埋葬、井戸や地下水路、壕の掘削、地下道の掘削、発破作業、レンガ焼き

窯の建設、車両の通行など、その他の全ての行為は、考古学研究所の許可なく認められな

い。 

 

 

第１６条 

政府は、必要な場合には、情報文化省の提案と閣議の承認により、個人が所有する不可動

歴史文化遺産又は史跡を適正な価格で取得できる。 

 

 

第１７条 

不可動歴史文化遺産に関しては、その占有が長間にわたっていたとしても、占有権の主張

は認められず、その者の所有権の証明とはなり得ない。 

 

 



 

第１８条 

1.不可動歴史文化遺産を発見した者、又はそのような遺産が発見された土地と地所の所有

者は、その旨を、発見の日から、都市部では一週間以内に、村落部では二週間以内に、最

寄りの地域の長に通知する。地域の長は考古学研究所に即座に通知する。このような［不可

動歴史文化遺産］遺産は公共のものと認められる。 

 

2.政府は［不可動歴史文化遺産］遺産が存在する、又はその一部とみなされる土地と集落を

公正な価格で獲得する。 

 

 

第１９条 

発見された、可動歴史文化遺産を伴う不可動歴史文化遺産については政府の所有とみな

され、その所有者に対して、本法第 12 条に基づいて相応の報酬が与えられる。 

 

 

第２０条 

考古学研究所は全ての不可動歴史文化遺産を調査、模写、撮影、型取りすることができる。

所有者は、上述の目的の為に、考古学［研究所］の代理人に対して必要な便宜を図る義務

がある。 

 

 

第２１条 

所有者から他者への登録不可動歴史文化遺産の所有権の譲渡は、考古学研究所に通知

した一ヵ月後に行うことができ、新しい所有者の氏名と証書の写しを送付する義務がある。 

 

 

第２２条 

いかなる公共の不可動歴史文化遺産も売却することはできない。 

 

 

第三章 可動歴史文化遺産 

 

第２３条 

本法の発効以前に法的行為能力を有する者の所有していた可動歴史文化遺産は、政府に

より登録される。この為に、本法の発効の日から三年以内に、可動歴史文化遺産の所有者

は、中央においては考古学研究所、州においては情報文化［省］の責任者に報告する義務

を有す。この場合、このような［可動歴史文化］遺産に対する所有権は保護される。 



 

 

 

第２４条 

情報文化［省］の責任者は、登録の為に、報告された［可動歴史文化］遺産の詳細を十五日

以内に考古学研究所に正式に通知する義務を有す。同様に、考古学研究所は三ヶ月以内

に登録証の写しを関係する情報文化［省］の責任者に送付しなければならない。 

 

 

第２５条 

1.可動歴史文化遺産を発見した者は、［可動歴史文化］遺産の発見から、都市においては

一週間、村においては二週間以内に、中央においては考古学研究所に、州においては情

報文化省管轄下の［歴史的］建造物保存局、博物館、又は地域の至近の行政の長へその

旨を報告する義務がある。 

 

2.これらの役所は、可及的速やかに、その旨を考古学研究所へ伝えること義務がある。 

 

3.歴史文化遺産を発見した者には第 12 条にしたがって報酬が与えられる。 

 

 

第２６条 

考古学研究所が、ある可動歴史文化遺産の所有について、学術的な目的の為に明確な必

要性が生じた場合は、その購入において優先権を有する。［可動歴史文化］遺産の所有者

が同意しない場合は、考古学研究所は裁判所に訴える権利を有する。 

 

 

第２７条 

考古学研究所は、個人所有となっている登録可動歴史文化遺産を、模写、型取り、撮影、

学術利用の目的で請求することができる。調査の実施後、適切な期間を経て、その所有者

に返却される。また、考古学研究所はそのような［可動］歴史文化遺産を公表することができ

る。 

 

 

第２８条 

考古学委員会を通して、貸与の形で、学術利用の目的の為に研究者に渡される個人所有

の［可動］歴史文化遺産については、研究者は、自身の研究において、その所有者の氏名

を明記する義務がある。 

 



 

 

第２９条 

登録可動歴史文化遺産の所有者は、当該［可動歴史文化］遺産の保管場所を移動する場

合、その旨を考古学研究所に報告する義務がある。 

 

 

第３０条 

1.登録可動歴史文化遺産を所有する法的行為能力を有する者は、それを考古学研究所の

指導にしたがって保管する義務がある。 

 

2.所有者の怠慢の結果、［登録可動歴史文化］遺産に損害がもたらされた場合には、考古

学研究所は当該［登録可動歴史文化］遺産を学術的且つ技術的に修復をおこない、その費

用を所有者から徴収することができる。その［登録可動歴史文化］遺産の所有者が保管でき

ない場合には、考古学研究所がその歴史文化遺産を公正な価格で購入することができる。

価格について同意を得られない場合、考古学研究所は裁判所に訴える権利を有する。 

 

 

第３１条 

1.登録可動歴史文化遺産の売却と所有は外国人には認められない。個人が登録可動歴史

文化遺産をアフガン国民に売却する場合には、売却の前に購入者の完全な氏名を考古学

研究所に通知しなければならない。 

 

2.考古学研究所が歴史文化遺産の購入をしない場合、所有者は第三者に売却することが

できる。 

 

 

第３２条 

歴史文化遺産の保護当局者と考古学研究所職員は歴史文化遺産の売買の権利を持たな

い。 

 

 

第四章 考古学発掘調査 

 

第３３条 

［歴史文化］遺産を発見する目的で発掘をする権利は考古学研究所にのみ与えられる。い

かなる他の公的な機関、個人の研究所、また、自分の土地であってもいかなる個人も、本法

の規定に基づいて発行された許可証なくしては、この目的で発掘を行う権利を持たない。 



 

 

 

第３４条 

考古学研究所は、申請に基づき、閣議の承認後、国内外及び国際的な学術機関に考古学

発掘の許可証を与えることができる。この許可証は譲渡できない。 

 

 

第３５条 

発掘を申請した機関は、発掘の許可を得る為に、以下の内容を含む申請書を考古学研究

所に提出しなくてはならない。 

(1) 調査の目的と作業計画 

(2) 発掘場所とその範囲 

(3) 考古学発掘調査団の隊員の完全な氏名 

 

 

第３６条 

許可証は一つの定められた地点、又は明確な範囲に対してのみ与えられる。 

 

 

第３７条 

許可証の有効期限は最大五年で、考古学調査を申請した機関は考古学研究所の事前の

許可なしに一年以上延長することはできない。発掘調査の延長期間は、契約で定められた

期間に数えられる。考古学調査が作業の継続を妨げる出来事の為に発掘が中止される場

合、又は、作業の量からみて定められた期間内に完遂できない場合は、本法令の規定を遵

守することにより、別の契約において発掘期間を延長することができる。 

 

 

第３８条 

発掘調査団の代表者と隊員は公式に考古学研究所に通知され、事前に同意書なしに改変

や変更を行うことはできない。 

 

 

第３９条 

発掘調査団は、アフガニスタン及び発掘を行う地域の法律と風俗、習慣を遵守する義務が

ある。 

 

 



 

第４０条 

発掘を行う私有地におけるあらゆる種類の損害の賠償と補償は発掘調査団が責任を負う。 

 

 

第４１条 

外国の発掘調査団は、自分たちに必要な機材、学術的及び技術的機器、移動手段の輸入

に関し、作業が終わった後、減価償却していないものを再びアフガニスタンから持ち出すか、

又は、政府の研究所に無償で譲渡するという条件で、あらゆる種類の税、関税の支払いを

免除される。 

 

 

第４２条 

1.全ての考古学発掘や調査の管理及び監督の権限は考古学研究所に留保される。 

 

2.契約者は、考古学研究所の一名又は複数の代理人の立会いなしには、踏査及び発掘を

行う権利をもたない。 

 

 

第４３条 

発掘調査は最新の方法と学術的機材で行わなければならない。 

 

 

第４４条 

発掘調査団は、契約の終了時まで、遺跡の保護の為にあらゆる必要な技術的措置をとる義

務がある。 

 

 

第４５条 

発掘調査団は、各発掘調査期間の終了後六ヶ月以内に、地図や図面、写真、模写、発見さ

れた［歴史文化］遺産の目録を含む予備的な報告書を考古学研究所へ提出する義務があ

る。 

 

 

第４６条 

1.［発掘調査］調査隊は、各発掘期間における研究成果及び進展に関する情報を発表する

ことができる。 

 



 

2.考古学研究所もまた、［発掘調査］団の報告を発掘調査団の名で発表することができる。 

 

 

第４７条 

踏査及び発掘で発見された［歴史文化］遺産は全て国に帰属する。 

 

 

第４８条 

契約の範囲内における発掘した遺跡の保護と発見された［歴史文化］遺産の移動は、契約

機関が責任を負う。発見された全ての可動歴史文化遺産は、契約［期間］の終了以前に、考

古学研究所に引き渡される。 

 

 

第４９条 

発見された［歴史文化］遺産を、研究、修復、洗浄を目的として、一時的に国外に輸出する

ことは、学術的な機材や専門の研究施設が国内にない場合、外国の発掘調査団の申請に

もとづき、情報の補完とその結果の発表の為に考古学委員会の許可と情報文化大臣の承

認により認められる。 

 

 

第５０条 

発掘調査団は、考古学研究所の許可なしに自らの発掘に関する発見された［歴史文化］遺

産を、一時的な研究を目的として発掘調査団の拠点事務所から別の場所へ移動することは

できない。 

 

 

第５１条 

1.学術研究や発掘、踏査の成果の発表権は発掘［調査］団の為に留保される。 

 

2.発掘［調査］団は、自らの最終報告を発掘調査終了後五年以内に「アフガニスタン歴史文

化遺産」の名で出版し、五年の期間の終了後は出版の独占的権利を失う。 

 

 

第５２条 

発掘調査団は、発掘及び調査に関する予備報告、最終報告、論文、冊子等の全ての出版

物各五十部を、無償で考古学研究所に公式に提供する義務がある。 

 



 

 

第５３条 

発掘契約を無効とする条件は、契約において、締結する両者によって明確に定められる。 

 

 

第五章 博物館 

 

第５４条 

1.博物館の設立と運営は国の義務であり、歴史文化遺産の保存・修復と学術利用を目的と

する。 

 

2.本法令の規定は、法的行為能力を有する者がこの種の［歴史文化］遺産や収集品を取得

することを妨げない。 

 

 

第５５条 

アフガニスタンにおける博物館は三種類に分けられる。 

(1) 国立博物館：国の首都に位置する 

(2) 地方博物館：その数と場所は、考古学委員会の提案により、情報文化大臣の

承認を経て定められる。 

(3) 特定博物館：関連省庁の提案により、閣議の承認を経て設立される。 

 

 

第５６条 

1.国立博物館には、第一級の学術的・美術的重要性を持つ全ての［歴史文化］遺産、及び

アフガニスタンにただ一つしかない歴史文化遺産を、保管し、展示する。その他の歴史文化

遺産や複数入手される歴史文化遺産は、その［歴史文化］遺産が発見された地域の地方博

物館に展示される。 

 

2.既存の、及び新たに発見された文化遺産の各博物館への配分は、国立及び地方の各博

物館長の出席の下、考古学委員会によって行われる。 

 

 

第５７条 

1.本法第 56 条に記された場合を除いて、国立博物館又はその一部を定められた場所から

別の場所へ移転させることは、緊急の必要及び閣議の承認なしには禁止される。 

 



 

2.歴史文化遺産の運搬は考古学委員会の監視下で、窃盗や損壊、散逸、その他の損傷か

ら歴史文化遺産を保護する為の可能な限り最良の条件下で行なわれ、新しい保管場所に

は歴史文化遺産保護の為に最良の条件が準備される。 

 

 

第５８条 

地方博物館の歴史文化遺産の移転は、緊急の必要が生じた場合、地方行政の責任者、情

報文化省の責任者、教育省の責任者による共同の承認に基づき、第 57 条の規定にしたが

って行われる。 

 

 

第六章 歴史文化遺産の売買 

 

第５９条 

本法の規定によれば、何人も考古学研究所からの歴史文化遺産の売買許可書を得ることな

く、この種の［歴史文化］遺産の売買を行うことはできない。 

 

 

第６０条 

本法に基づき、歴史的・文化的価値を有する［歴史文化］遺産の売買は、本法に記載されて

いる条件に基づいてのみ許可される。 

 

 

第６１条 

歴史文化遺産の売買に従事しようとする者は、許可証を取得する為に、事前に以下の内容

を含む申請書を考古学研究所に提出しなければならない。 

(1) 申請者の完全な身元証明 

(2) 名称［屋号］と売買の場所［住所］ 

 

 

第６２条 

許可証は三年を期限として与えられ、更新は可能である。他者への許可証の移譲は認めら

れない。 

 

 

第６３条 

歴史文化遺産の売買許可証は、アフガン国民であり、完全な法的能力を持つ者に発行され



 

る。 

 

 

第６４条 

歴史文化遺産の売買許可証を所持する者は、当該［歴史文化］遺産を許可証の記載された

場所でのみ売却しなければならない。許可証の所持者はアフガニスタンのいかなる場所に

おいても［歴史文化］遺産を購入することができる。 

 

 

第６５条 

［歴史文化］遺産を売買する者は以下の責任を負う。 

(1) 売買許可証を売買の場所に貼付する 

(2) 登録されていないいかなる歴史文化遺産も、許可証の場所とは別の場所に一

ヶ月以上保管してはならない。 

(3) あらゆる歴史文化遺産の売買の全てを、考古学研究所から売買人に販売され

る台帳に記載する。 

(4) 考古学［研究所］の代理人が調査する際には、所有している全ての歴史文化遺

産を査察官に提示しなくてはならない。 

 

 

第６６条 

考古学委員会は、売買の場所に存在するいかなる歴史文化遺産も、撮影し、型取りをする

ことができる。 

 

 

第６７条 

考古学委員会は、売買人が本法の規定に違反した場合、許可証を取り消す権利を有する。

承服できない場合、売買人は裁判所に訴えることができる。 

 

 

第６８条 

1.第 67 条の規定にしたがって取り消された場合、許可証は更新されない。 

 

2.この場合、歴史文化遺産の売買人には六ヶ月の猶予が与えられ、その間に、所有する

［歴史文化］遺産を売却するか、又は自身の所有物として登録する。 

 

 



 

第６９条 

歴史文化遺産の売買許可証は、6,000 アフガーニーで発行され、更新に際しては、元の金

額の25パーセントを支払うことで得られる。許可証を紛失した場合、1,000アフガーニーを支

払うことで副本が与えられる。 

 

 

第７０条 

考古学研究所は、歴史文化遺産の登録に際して、学術的価値を持ち、売買人の所有下に

あるいかなる［歴史文化］遺産も公正な価格で購入できる権限を持つ。価格に関して承服で

きない場合、考古学研究所は裁判所に訴えることができる。 

 

 

第七章 罰則 

 

第７１条 

故意に国の歴史文化遺産を損壊した者は、損害の賠償に加え、一ヶ月以上十年以下の禁

固刑に処す。 

 

 

第７２条 

第 18 条及び第 25 条に記載されているように、歴史文化遺産の発見から定められた期限内

に関係当局に連絡を怠った場合は、一週間以上一ヶ月以下の禁固刑、又は500以上1,500

アフガーニー以下の罰金刑に処す。 

 

 

第７３条 

歴史文化遺産の所有者、管理者、保存者が、歴史文化遺産の健全な保護に努力を怠った

場合、又は第 30 条に反する行為を行った場合には、その結果が遺産に損傷をもたらしたな

らば、損失を補償することに加え、一ヶ月以上一年以下の禁固刑に処す。 

 

 

第７４条 

第 31 条に反して、歴史文化遺産を国外に輸出、又は自ら国外へ持ち出した場合には、歴

史文化遺産の押収に加え、六ヶ月以上三年以下の禁固刑、又は3,000以上5,000アフガー

ニー以下の罰金刑に処す。 

 

 



 

第７５条 

博物館、又は発掘された遺跡に属する歴史文化遺産の窃盗、横領、又は偽造を行なった者

は、歴史文化遺産の価格の支払いに加え、三月以上十年以下の禁固刑に処す。 

 

 

第７６条 

本法の定める他の違反については、その罪の内容と重要性に比して、裁判所から必要な刑

罰が科せられる。 

 

 

第八章 諸則 

 

第７７条 

売買人又はそれ以外の者による登録された歴史文化遺産の外国への持ち出しを禁止する。

但し、本法の規定内容と一致する場合を除く。 

 

 

第７８条 

以下のような状況や条件において、政府は歴史文化遺産を海外へ送付することができる。 

(1) 国際的な展覧会において展示を目的とする場合 

(2) 本法の規定に則した学術的な調査を目的とする場合 

(3) ［歴史文化］遺産の修復を目的とする場合 

(4) 閣議の承認に基づく、外国の博物館の歴史文化遺産との交換を目的とする場

合 

 

 

第７９条 

いかなる歴史文化遺産も、保険を掛けることなく海外に送付することはできない。 

 

 

第８０条 

政府によって国内に持ち込まれる歴史文化遺産は、関税の支払いを免除される。 

 

 

第８１条 

1.歴史文化遺産を持ち込む個人、学術研究所及び私設研究所は、自らが持ち込んだ歴史

文化遺産を詳細な目録とともに税関当局にいったん委託し、受取証を受け取らなければな



 

らない。税関は可及的速やかにその目録の写しを考古学研究所に送付する。 

 

2.考古学研究所は可及的速やかに当該歴史文化遺産の目録を調査、撮影し、［歴史文化］

遺産が国から輸出される際、それを目録と照合した後に、輸出の許可を与える。 

 

 

第８２条 

もし外国人が、自分の所有する歴史文化遺産を国に持ち込む場合は、それを再び持ち出

すのであれば、関税や税金の徴収が免除される。アフガニスタンにおいて売却する場合は、

所有者は売却に先立ってその旨を税関と考古学研究所に通知する義務がある。 

 

 

第８３条 

その内容が本法と矛盾する歴史文化遺産に関して存在する二者間の契約書及び同意書は、

本法の規定に両者が同意することとで有効となる。 

 

 

第８４条 

閣議は、歴史文化遺産の保護と紹介の為に、有志による協会の設立認可を与え、協会に対

して援助を行う。 

 

 

第８５条 

宮殿や政府関係［の建物］を含む博物館外に、国家が所有している歴史文化遺産の現物を

設置したり、取り付けたりしてはならない。 

 

 

第８６条 

本法令のよりよい施行の為に、諸規則が定められる。 

 

 

第８７条 

本法令は官報において公布された後に有効となる。 

 

 


